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取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ 

 

 当社は、2030 年のグループのありたい姿を示す「グループミッション 2030」を定め、そ

の実現に向けた３カ年の行動計画「中期経営計画 2021」をスタートさせています。 

このような動きをふまえて、取締役会の実効性に関する評価・分析を実施しましたので、

その結果の概要をお知らせします。 

 

記 

 

１． 分析・評価の方法 

 

  当社取締役会は、取締役会の実効性を分析・評価するため、2019 年 12 月から 2020 年

３月にかけて、調査票に基づく全取締役・全監査役による自己評価と取締役会事務局に

よる個別ヒアリングを実施しました。 

  その後、2020 年３月 13 日開催の取締役会において、自己評価結果の分析および現状の

課題認識の共有を図るとともに、より実効性の高い取締役会の実現に向けた今後の取組

み等について、建設的な討議を実施いたしました。 

 

２． 評価項目 

 

  自己評価調査票における大項目は、取締役会としての審議状況や昨年の課題に対する

対応状況を確認するため、以下のとおりとしました。 

 

（１） 取締役会の議題・運営について 

（２） 「グループミッション 2030」をふまえた中長期課題の審議状況について 

（３） コーポレートガバナンス・コードをふまえた今後の課題について 
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３．分析・評価結果の概要 

 

 自己評価結果の分析をふまえて討議した結果、当社取締役会は、「取締役会の実効性は

有効に機能している」と結論づけました。 

 

【2019 年度の取締役会運営の改善状況】 

 「中期経営計画 2021」の初年度として、多岐にわたる経営課題に対応するため、経営

会議と取締役会それぞれにおける議案上程条件の整理と見直しを実施しました。その結

果、取締役会の議題は全社的なものに集約され、事業投資に対する客観的な撤退基準の

明確化についても議論が進みました。 

 また、リスクマネジメントの観点から、海外子会社の状況に関する監査部門からの報

告を拡充したほか、経営課題に対する対応策の進捗状況に関する報告を拡充すべく、各

事業セグメントの責任者から四半期ごとに経営状況を取締役会へ直接報告させることと

しました。海外飲料事業の戦略拠点の見直し等の重要案件の審議にあたっては、海外子

会社の現地責任者による取締役会への説明機会を設けるなど、現地の状況をよりタイム

リーかつ詳細に把握できるよう改善を図りました。 

 

なお、取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めていくための今後の課題は、

以下のとおりであるとの認識が共有されました。 

 

（１） 中長期的な取締役会の構成については、経営戦略の進展や社会の変化に応じて、

さらに多様な人材の登用を引き続き検討していく必要があること。 

（２） 取締役会に提供する資料については、さらなる議論の活性化に向けて、重要な

論点をより明確にするなど、工夫の余地があること。 

（３） 取締役会の運営については、「人材の確保・育成」「国内飲料事業の基盤強化」

「ヘルスケア領域拡大」など、中長期的な企業価値向上に向けた重要な経営課

題に関する取締役会への報告や審議の機会を拡充する必要があること。 

（４） 重要案件の審議にあたっては、定例取締役会のみでは、時間の制約があること

から、別途、業務執行に携わる取締役・執行役員と社外役員とのコミュニケー

ション機会を拡充する必要があること。 

（５） 将来の成長に向けた海外事業の重要性の高まりに対応した管理体制の強化につ

いて検討を進めていくこと。 

 

４．今後の取組み 

 

当社は、取締役会の実効性評価の結果をふまえて、重要な経営課題への対応状況の継

続的モニタリングや、さらなる議論の活性化に向けた議題の選定・資料の見直しなど、

取締役会が監督機能を最大限発揮するために必要な工夫・改善に継続的に取り組んでま

いります。 

   



 

【ご参考】前年度の評価結果 

 

取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めていくための今後の課題 

 

（１） 中長期的な取締役会の構成については、経営戦略の進展や社会の変化に応じて、

さらに多様な人材の登用を検討していく必要があること。 

（２） 取締役会に提供される資料については、要点を絞った簡潔な内容とするほか、経

営会議等での議論のポイントを補足説明するなど、工夫の余地があること。 

（３） 新規投資案件の審議や事業ポートフォリオのあり方に関する議論については、撤

退基準などについて、さらに踏み込んだ検討が必要であること。 

（４） 海外飲料事業のリスクマネジメントについては、現地が直面している課題・問題

点のタイムリーな把握や、発生可能性・影響度に応じた重点課題の特定と対応策

の検討など、持株会社としての管理体制・監査体制の充実が今まで以上に必要で

あること。 

（５） 次代を担う人材の確保・育成が、中長期的な企業価値向上に向けた重要な経営課

題であるとの認識のもと、次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況を適切に監督

していくこと。 

 

 

以 上 


